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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　木造陸屋根の支柱取付構造であって、
　前記陸屋根の下地材である木版からなる野地板に止め付けられ、ボルトが立設されたボ
ルト付きプレートと、このボルト付きプレートの前記ボルトにボルト止めされる支柱と、
が備えられ、
　前記ボルト付きプレートには、木版からなる前記野地板にビス止めするための複数のビ
ス孔が穿設され、当該プレートの中心を除く位置に、４本のボルトが立設されており、
　前記支柱は、前記ボルトにボルト止めされるベースプレートと、このベースプレートに
立設される支柱本体と、を有し、
　前記支柱本体は、その中心位置が、平面視において、前記４本のボルトで囲まれた領域
内となるように前記ベースプレートに取り付けられることにより、前記ボルト付きプレー
トを介して前記陸屋根に固定され、
　前記ボルト付きプレートの複数のビス孔は、ビス頭を収容する座繰り部が形成された座
繰り孔となっているとともに、
　前記４本のボルトの各ボルトを囲むように前記４本のボルトで囲まれた領域の内側にも
形成されていること
　を特徴とする木造陸屋根の支柱取付構造。
【請求項２】
　前記支柱本体は、その中心位置が、平面視において、前記４本のボルトの中心位置から
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前記ボルト付きプレートの一辺側に偏心して設置されていること
　を特徴とする請求項１に記載の木造陸屋根の支柱取付構造。
【請求項３】
　前記ボルト付きプレートは、前記陸屋根からの漏水を防止する防水シート上に設置され
、
　前記支柱の前記ベースプレートと前記ボルト付きプレートとの間には、前記ビス孔から
の漏水を防止する前記防水シートと同材の被せ防水シートが介装されていること
　を特徴とする請求項１又は２に記載の木造陸屋根の支柱取付構造。
【請求項４】
　複数の前記ビス孔は、前記４本のボルトの各ボルトを囲むように４箇所以上ずつ穿設さ
れていること
　を特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の木造陸屋根の支柱取付構造。
【請求項５】
　前記ボルト付きプレートには、当該プレートの各一辺に沿った位置にさらに１つずつ前
記ビス孔が追加され、当該プレートの各一辺に沿って５つの前記ビス孔が穿設されている
こと
　を特徴とする請求項４に記載の木造陸屋根の支柱取付構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フェンスなどの支柱の取付構造に関し、詳しくは、陸屋根を有する木造建築
物において、その陸屋根に支柱を立設する際の支柱取付構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　木造建築物において、継ぎ目のない一体成形が可能で容易に防水構造を実現できるコン
クリートを屋根に用いることは重量が重く困難である。コンクリート屋根を用いない場合
、屋根勾配が小さいと防水性に問題が生じることから、木造建築物では、屋根勾配が緩い
陸屋根は用いられることが少なかった。
【０００３】
　しかし、近年、屋上部分の有効利用の観点から、屋根上に太陽光発電パネルを設置した
り、屋上を物干し場としたりするなど、屋上の多目的な利用を図るため、木造建築におい
ても屋根を陸屋根とする例が多くなっている。その一環として陸屋根の周囲に転落防止用
の手摺の支柱や室外機その他の設備機器取付用の支柱を立設することが多くなってきてい
る。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、軽量鉄骨造の建物のＡＬＣの屋根材に太陽光発電パネル用の
架台を取り付けるための架台取付構造であって、屋根面に架台支持材を取り付け後に、防
水シートが施工できる架台取付構造が開示されている（特許文献１の明細書の段落［００
２１］～［００３３］、図面の図１、図５等参照）。
【０００５】
　しかし、特許文献１の架台取付構造は、あくまでもＡＬＣの屋根材に太陽光発電パネル
用の架台を取り付けるための架台取付構造であり、このような架台取付構造を木造建築物
の支柱取付構造に適用したとしても、支柱に作用する応力を厚さの薄い木板からなる野地
板（屋根板）に支持させることができないものと考えられる。即ち、特許文献１の架台取
付構造を木造建築物に適用すると、支柱の根元のベースプレートに掛かる回転モーメント
に耐えられず、屋根板に止め付けているビスが抜けてしまうと考えられる。
【０００６】
　また、木造建築物の屋根に支柱を取り付ける例としては、特許文献２に、ねじ・釘穴付
き金属板（１）に、屋根上設置機器取付用ボルト（２）が固定され、前述金属板（１）裏
面に両面接着式防水素材（３）が接着された取付け具基礎部を備え、この取付基礎部を、
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裏面に両面接着式防水素材（５）が接着された防水カバー（４）で覆った平型洋風屋根用
屋根上設置機器取付具が開示されている（特許文献２の特許請求の範囲の請求項１、明細
書の段落［０００８］～［００１１］、図面の図１、図２等参照）。
【０００７】
　しかし、特許文献２に記載の平型洋風屋根用屋根上設置機器取付具は、陸屋根に支柱を
取り付ける支柱取付構造ではないし、勾配屋根の瓦を剥がさないでソーラー発電機や太陽
熱湯沸かし器等の機器を取り付けることができるものの、フェンスなどの支柱の根元部分
に回転モーメントが作用するような支柱に適用した場合には、ねじや釘などにより瓦に取
り付けた金属板（１）のねじや釘などが抜けてしまい、所望の強度を発揮できないという
問題がある。
【０００８】
　その上、特許文献２に記載の平型洋風屋根用屋根上設置機器取付具を、フェンス支柱な
どの取付用ボルト（２）に直接取り付けられない支柱に適用した場合、取付用ボルト（２
）が支柱と干渉してしまい取り付けが困難である上、支柱の中心位置と、金属板（１）の
中心位置に立設された取付用ボルト（２）とがズレることにより、一定方向から作用する
応力に弱くなってしまい、どの方向へ作用する応力であっても安定的な支持力を得ること
ができず、設計の自由度も小さいという問題がある。
【０００９】
　一方、高齢化に伴い、多雪地域において降雪期に雪降ろしを行わないで済むように、屋
根を陸屋根としてそこに雪を溜め込むという木造建築物の陸屋根の新たな用途も考えださ
れており、雪を溜め込むために、木造建築物の陸屋根の周囲に沿ってフェンスを立設する
要請も高まってきている。
【００１０】
　このように、木造建築物の陸屋根の周囲に沿ってフェンス支柱を立設する場合、支柱の
強度としては、人がもたれた場合でも支柱が転倒・落下しない程度の強度が要求される上
、フェンス外側に雪がたまると積雪後に落下するおそれがあるので、できるだけフェンス
支柱を建物外周の外側に配置したいという新たな要請もされるものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２０１３－６７９８５号公報
【特許文献２】特開平０９－３１７１１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　そこで、本発明は、前述した問題に鑑みて案出されたものであり、その目的とするとこ
ろは、支柱に人がもたれた場合でも転倒しない強度を有し、設計変更することなく状況に
応じてボルト付きプレートと支柱の取り付け位置の調整が容易であり支柱の取り付け位置
の自由度が高い木造陸屋根の支柱取付構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　第１発明に係る木造陸屋根の支柱取付構造は、木造陸屋根の支柱取付構造であって、前
記陸屋根の下地材である木版からなる野地板に止め付けられ、ボルトが立設されたボルト
付きプレートと、このボルト付きプレートの前記ボルトにボルト止めされる支柱と、が備
えられ、前記ボルト付きプレートには、木版からなる前記野地板にビス止めするための複
数のビス孔が穿設され、当該プレートの中心を除く位置に、４本のボルトが立設されてお
り、前記支柱は、前記ボルトにボルト止めされるベースプレートと、このベースプレート
に立設される支柱本体と、を有し、前記支柱本体は、その中心位置が、平面視において、
前記４本のボルトで囲まれた領域内となるように前記ベースプレートに取り付けられるこ
とにより、前記ボルト付きプレートを介して前記陸屋根に固定され、前記ボルト付きプレ
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ートの複数のビス孔は、ビス頭を収容する座繰り部が形成された座繰り孔となっていると
ともに、前記４本のボルトの各ボルトを囲むように前記４本のボルトで囲まれた領域の内
側にも形成されていることを特徴とする。
【００１４】
　第２発明に係る木造陸屋根の支柱取付構造は、第１発明において、前記支柱本体は、そ
の中心位置が、平面視において、前記４本のボルトの中心位置から前記ボルト付きプレー
トの一辺側に偏心して設置されていることを特徴とする。
【００１６】
　第３発明に係る木造陸屋根の支柱取付構造は、第１発明又は第２発明において、前記ボ
ルト付きプレートは、前記陸屋根からの漏水を防止する防水シート上に設置され、前記支
柱の前記ベースプレートと前記ボルト付きプレートとの間には、前記ビス孔からの漏水を
防止する前記防水シートと同材の被せ防水シートが介装されていることを特徴とする。
【００１７】
　第４発明に係る木造陸屋根の支柱取付構造は、第１発明ないし第３発明のいずれかの発
明において、複数の前記ビス孔は、前記４本のボルトの各ボルトを囲むように４箇所以上
ずつ穿設されていることを特徴とする。
【００１８】
　第５発明に係る木造陸屋根の支柱取付構造は、第４発明において、前記ボルト付きプレ
ートには、当該プレートの各一辺に沿った位置にさらに１つずつ前記ビス孔が追加され、
当該プレートの各一辺に沿って５つの前記ビス孔が穿設されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　第１発明～第５発明によれば、前記陸屋根の下地材である木版からなる野地板に止め付
けられ、ボルトが立設されたボルト付きプレートと、このボルト付きプレートの前記ボル
トにボルト止めされる支柱と、が備えられ、前記ボルト付きプレートには、前記野地板に
ビス止めするための複数のビス孔が穿設され、当該プレートの中心を除く位置に、４本の
ボルトが立設されており、前記支柱は、前記ボルトにボルト止めされるベースプレートと
、このベースプレートに立設される支柱本体と、を有し、前記支柱本体は、その中心位置
が、平面視において、前記４本のボルトで囲まれた領域内となるように前記ベースプレー
トに取り付けられることにより、前記ボルト付きプレートを介して前記陸屋根に固定され
ているので、ボルト付きプレートの強度設計等をやり直すことなく状況に応じてボルト付
きプレートと支柱の取り付け位置の調整が容易であり、支柱の取り付け位置の自由度が高
い。その上、複数のビス孔に木ビス等でねじ止めすることより支持材である木版からなる
野地板にボルト付きプレートを確実に取り付けることができる。
　また、第１発明～第５発明によれば、座繰り孔によりビス頭が飛び出ないため、ボルト
付きプレートの上面が平となり、防水シートが貼着し易いだけでなく、支柱のベースプレ
ートを安定して確実に止め付けることができる。
【００２０】
　特に、第２発明によれば、支柱がフェンス支柱であるような場合であっても、木造建築
物の外周のできるだけ外側にボルト付きプレートを配置したうえ、そのボルト付きプレー
トの中心位置より外側に支柱を設置することができ、木造建築物の屋上を最大限に活用す
ることができる。
【００２２】
　特に、第３発明によれば、ボルト付きプレートの取り付けに防水層を貫通した場合であ
っても、被せ防水シートにより確実に防水することができる。
【００２３】
　特に、第４発明及び第５発明によれば、回転モーメントが作用するボルトに対して効率
的にビス止めがなされているため、最小限の数のビス孔により支柱に人がもたれた場合で
も転倒しない強度を確保することが可能となる。
【００２４】
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　特に、第５発明によれば、さらに強度の高い木造陸屋根の支柱取付構造を提供すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の実施形態に係る木造陸屋根の支柱取付構造の支柱をメッシュフェンスの
フェンス用支柱として利用する場合を示す立面図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る木造陸屋根の支柱取付構造の構成を示す斜視図であ
る。
【図３】同上の支柱取付構造のボルト付きプレートを示す斜視図である。
【図４】同上のボルト付きプレートを示す図面であり、（ａ）がプレートを板面に沿って
水平に見た正面図、（ｂ）がプレートを板面に対して直交する方向に見た平面図である。
【図５】図２の支柱取付構造の支柱を、上部を切断した状態で示す斜視図である。
【図６】同上の支柱をベースの板面に対して直交する方向に見た平面図である。
【図７】同上の支柱をベースの板面に沿って水平に見た正面図である。
【図８】同上の支柱の中心位置の配置が違う変形例を示す平面図である。
【図９】本発明の第２実施形態に係る木造陸屋根の支柱取付構造を示す斜視図である。
【図１０】同上の支柱取付構造のボルト付きプレートを示す斜視図である。
【図１１】同上のボルト付きプレートを板面に対して直交する方向に見た平面図である。
【図１２】図６の支柱と図８の支柱の作用モーメントの違いを説明する説明図であり、（
ａ）が図６の支柱、（ｂ）が図８の支柱を示している。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施形態に係る木造陸屋根の支柱取付構造について、図面を参照しなが
ら詳細に説明する。
【００２７】
［第１実施形態］
　図１～図８を用いて、本発明の第１実施形態に係る木造陸屋根の支柱取付構造として、
多雪地域において降雪期に雪降ろしを行わないで済むように、木造建築物の陸屋根の外周
に沿って雪を溜め込むためフェンス用の支柱を立設する場合を例示して説明する。
【００２８】
　先ず、木造建築物について簡単に説明すると、木造建築物は、図示しないが、日本の多
雪地域において建設する一般的な木造２階建て程度の戸建て住宅を想定しており、屋上に
雪を溜め込むために、陸屋根としてその外周に沿って落雪防止のためメッシュフェンスが
張設された建築物である。なお、陸屋根とは、水が流れる程度に緩やかな水勾配（例えば
、木造建築物では1/30～1/60程度の勾配）が付いた略平坦になっている屋根を指している
。
【００２９】
　第１実施形態に係る木造陸屋根の支柱取付構造１は、このような木造建築物の陸屋根Ａ
に、図１に示すようなメッシュフェンス用の支柱を取り付ける場合の支柱取付構造であり
、図２に示すように、陸屋根Ａにビス止め固定されたボルト付きプレート２と、このボル
ト付きプレート２の上に被覆された被せ防水シート３と、この被せ防水シート３の上から
ボルト付きプレート２に固定された支柱４などから構成されている。
【００３０】
（陸屋根）
　本実施形態に係る陸屋根Ａは、図２に示すように、屋根の下地材である木版（木製の板
）からなる野地板Ａ１と、この野地板Ａ１上に不燃材として載置されたスラグ石膏Ａ２と
、このスラグ石膏Ａ２の上に取り付けられた屋根の仕上げ材である亜鉛鋼板Ａ３と、この
亜鉛鋼板Ａ３の上に貼着された防水シートＡ４などから構成されている。
【００３１】
　勿論、陸屋根Ａにおいて不燃材であるスラグ石膏Ａ２は、木造建築物の建設地が防火地
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域や準防火地域に指定されていない場合など建築基準法上の要請がなければ省略すること
も可能であるし、必要に応じて、野地板Ａ１とスラグ石膏Ａ２の間に、発泡スチレンボー
ドなどの発泡樹脂からなる断熱材を介装しても構わない。
【００３２】
　また、亜鉛鋼板Ａ３は、鋼板に防錆のため亜鉛めっきが施されているが、溶融亜鉛めっ
き鋼板でも、電気亜鉛めっき鋼板のいずれでもよいし、さらにアルミニウムめっきを追加
したガルバニウム鋼板など亜鉛以外の他の金属めっきを追加した鋼板としても構わない。
その上、亜鉛鋼板Ａ３の代わりに、鋼板ではない仕上げ材を選択することも可能である。
【００３３】
　本実施形態に係る防水シートＡ４は、前述の亜鉛鋼板Ａ３に表面処理が施され、その亜
鉛鋼板Ａ３上に積層された軟質塩化ビニル系樹脂からなる防水シートである。勿論、本発
明に係る防水シートは、他の樹脂やアスファルトから防水シートでも構わないが、本実施
形態に係る防水シートＡ４のように、亜鉛鋼板Ａ３上に積層された軟質塩化ビニル系樹脂
からなる防水シートであれば、防水層としての適度な柔らかさを有するとともに、木製の
板材の上に下地処理なしで設けることができるため好ましい。
【００３４】
（ボルト付きプレート）
　ボルト付きプレート２は、図２、図３に示すように、矩形状のプレート本体２０と、こ
の矩形状のプレート本体２０に立設された４本のボルト２１などから構成されている。
【００３５】
　このプレート本体２０は、図３、図４に示すように、ステンレス鋼板（ＳＵＳ３０４）
からなる３ｍｍ厚×２００ｍｍ角の正方形状のプレート材であり、ボルト２１に固定され
た支柱４から伝達される回転モーメントにより防水シートＡ４を損傷しないように、四隅
が丸く面取り成形されている。勿論、プレート本体２０は、前述の亜鉛鋼板Ａ３と同様に
、ステンレス鋼板に限られず、亜鉛めっき鋼板やその他の金属めっき鋼板でも構わない。
【００３６】
　ボルト２１は、図４に示すように、ステンレス製（ＳＵＳ３０４）のＭ１２のボルトか
らなり、プレート本体２０の中心を除く位置であって、プレート本体２０の中心から等間
隔、且つ、プレート本体２０の各辺から等距離（本実施形態では、４５ｍｍ）となる正方
形の頂点の位置に、４本のボルトがそれぞれカシメ止められている。また、図４（ａ）に
示すように、カシメ止める際に、ボルト頭が潰されて、ボルト２１がプレート本体２０の
裏面からあまり突出しないようになっている。
【００３７】
　勿論、ボルト２１のプレート本体２０への固定は、溶接でもよいが、溶接で固定した場
合、ボルト２１のボルト頭がプレート本体２０の裏面から突出するため、防水シートＡ４
を介して支柱４を支持するのが不安定となる。一方、本実施形態に係るボルト２１のよう
に、ボルト頭を潰してプレート本体２０にカシメ止めることにより、ボルト付きプレート
２による支柱４の支持が略面接触となり安定的に支柱４を固定支持できるようになってい
る。
【００３８】
　また、プレート本体２０には、図３、図４（ｂ）に示すように、ボルト付きプレート２
及びボルト付きプレート２に固定された支柱４を、下地材である野地板Ａ１に支持固定す
るための直径１０ｍｍ程度の複数のビス孔２２が穿設されている。
【００３９】
　これらの複数のビス孔２２は、全て、ビス頭を収容する座繰り部２２ａが形成された座
繰り孔となっている（図３の破線の円内に示す部分拡大図、図４（ａ）の破線部等参照）
。このように、ビス頭が飛び出ないため、ボルト付きプレートの上面が平となり、防水シ
ートＡ４が貼着し易いだけでなく、後述の支柱４のベースプレートを安定して確実に止め
付けることができる。
【００４０】
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　そして、図３、図４（ｂ）に示すように、本実施形態に係るプレート本体２０には、正
方形状の各辺の縁に沿ってビス孔２２が等間隔に４つずつ、さらに各辺の中央の端部寄り
に１つずつの各辺毎に計５個ずつ穿設されているとともに、４本のボルト２１の内側に４
つのビス孔２２が穿設されている。つまり、ビス孔２２は、プレート本体２０の隣接する
辺に共通する孔もあるため、結局、本実施形態に係るプレート本体２０には、図３に示す
ように、計２０個のビス孔２２が穿設されている。
【００４１】
　このため本実施形態に係るプレート本体２０には、各ボルト２１を取り囲むように、４
箇所以上ずつのビス孔２２が穿設されていることとなり（図４（ｂ）参照）、回転モーメ
ントが作用するボルト２１に対して効率的にビス止めがなされているため、最小限の数の
ビス孔２２により支柱４に人がもたれた場合や地震や台風などでどの方向から水平力が作
用した場合でも転倒しない強度を確保することが可能となっている。
【００４２】
（被せ防水シート）
　被せ防水シート３は、前述の防水シートＡ４と同材の軟質塩化ビニル系樹脂からなる防
水シートであり、ボルト付きプレート２の上から貼り付けて、防水シートＡ４と貼り合わ
せることで、ビス孔２２からの漏水を防止する機能を有している。図２に示すように、防
水シートＡ４と貼り合わせるための溶着代３ａとして幅７０ｍｍを取っているので、被せ
防水シート３は、前述のプレート本体２０より一回り大きい３４０ｍｍ角程度の大きさの
正方形状のシートとなっており、４本のボルト２１を挿通するボルト孔３ｂも設けられて
いる。
【００４３】
　この被せ防水シート３は、温風等により溶着代３ａが防水シートＡ４に熱溶着されて、
ボルト付きプレート２のビス孔２２上に防水層が形成される（図２参照）。
【００４４】
（支柱）
　支柱４は、図５～図７に示すように、前述のプレート本体２０同程度の正方形状のベー
スプレート４０と、このベースプレート４０のプレート板面に垂直に取り付けられた支柱
本体４１などから構成されており、図１に示すように、亜鉛めっき鉄線などからメッシュ
状に成形されたメッシュパネルが取り付けられるメッシュフェンス用の支柱である。
【００４５】
　ベースプレート４０は、一般構造用鋼からなる１０ｍｍ厚程度の２００ｍｍ角の正方形
状のプレート材であり、このベースプレート４０には、ボルト付きプレート２の４本のボ
ルト２１を挿通してボルト止めするための直径１４ｍｍのボルト孔４２が穿設されている
（図６等参照）。なお、このベースプレート４０は、４本のボルト２１でボルト付きプレ
ート２に強固にボルト止めされるため、プレート本体２０と相違して四隅の面取り加工は
されていない。
【００４６】
　支柱本体４１は、一般構造用角形鋼管からなる５０ｍｍ角の角パイプであり、上端に樹
脂製のキャップ４３が嵌着されている（図６、図７参照）。そして、図６に示すように、
この支柱本体４１（角パイプ）の軸芯（支柱の中心位置）がベースプレート４０の中心位
置に重なるようにベースプレート４０に溶接されている。
【００４７】
　なお、本実施形態に係る支柱として支柱本体が角パイプからなる支柱を例示したが、本
発明は、ベースプレートに丸パイプが立設された支柱にも適用することができるものであ
り、ネットフェンスの支柱のように支柱本体がハット型のものにも適用可能である。その
ような場合は、支柱の中心位置は、支柱本体の長手方向（軸方向）に直交する断面の図心
が中心位置となる。
【００４８】
　また、支柱本体４１を取り付ける位置は、図８に支柱４の変形例である支柱４’として
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示すように、ベースプレート４０の中心位置（４本のボルト２１の中心位置）ではなく、
陸屋根Ａの外周寄り（外側）に、ボルト付きプレート２の一辺側に偏心して設置されてい
てもよい。このように配置することで、支柱本体４１及びフェンスパネルが支持可能な状
態においてできるだけ外側に配置することが可能となり、木造建築物の屋上を最大限に活
用することができるようになるだけでなく、木造建築物の屋上に積もった雪を殆ど全部フ
ェンスパネル内に収めることができ、屋上からの危険な落雪を防止することができる。
【００４９】
　これに対して、特許文献１に記載の架台支持構造のような従来の１本ボルトで支持する
場合は、支柱のエンドプレートとボルトの間に部品を挿入せざるを得ず、その結果、支柱
高さ位置、しいてはフェンス位置が高くなるため実用性が低いだけでなく、水平荷重に対
しては、部品とボルトに曲げモーメントが作用してしまい、荷重伝達が難しく、仕様上偏
心させることが困難である。即ち、従来の特許文献１に記載の架台支持構造のような１本
ボルトで支持する場合は、支柱に水平荷重を掛けるとボルトに曲げモーメントとして作用
するため、支柱本体の取り付け位置をベースプレートに対して偏心させると曲げモーメン
トが大きくなり、構造設計自体１からやり直しになってしまう。
【００５０】
　一方、本発明の変形例に係る支柱４’のように支柱本体４１がボルト位置まで偏心した
場合を図１２に示す。図１２では、横向き白矢印が支柱に掛かる水平荷重、上向き黒矢印
がボルトに作用する引張力、上向き白矢印がビスに作用する引抜力を表現しており、図を
簡略化するためボルトに締結するナットを省略して示す。図１２に示すように、圧縮側が
負担できるモーメントは約1/4以下となり、その分引張側が負担するモーメントが増加し
、引張側の作用モーメントは80％程度上昇することとなる。しかし、本発明では、従来の
１本ボルトで支持する構造と相違して、ボルトの間に部品を介在させる必要がなく、ボル
ト付プレート２がボルトと一体となっているため、プレート全てが断面保持した状態を仮
定でき、ビスの負担応力分布が広がりその結果、支柱４’のように支柱本体４１がボルト
位置まで偏心した場合の引張側の曲げ耐力は約100%上昇し、引張側が負担するモーメント
の増加分に充分対抗することができる。それに加え、プレートの圧縮側のビスも有効であ
り、圧縮側の寄与分も増加した曲げモーメントに対抗するものとして算定することができ
る。
【００５１】
　また、支柱本体４１とベースプレート４０との接合が溶接により接合されているため、
ベースプレート４０に支柱本体４１を取り付ける位置の調整が容易であり、後述のように
、支柱本体４１がボルト孔４２に掛からないことを条件として、４つのボルト孔４２の中
心同士を結んだ正方形の範囲内に支柱本体４１の中心位置がくるように接合することがで
きる。このため、ボルト付きプレート２の強度設計等をやり直すことなく状況に応じてボ
ルト付きプレート２に支柱４を取り付け位置の調整が容易であり、支柱４の取り付け位置
の自由度が高くなっている。
【００５２】
　そして、図７に示すように、支柱本体４１の正面には、メッシュフェンスのパネルを固
定する固定金具を取り付ける金具孔４４が所定の高さに４つ穿設されている。
【００５３】
　以上説明した支柱４は、ベースプレート４０のボルト孔４２に、ボルト付きプレート２
の４本のボルト２１が挿通されて、経時的にも緩まないようにバネワッシャを介してダブ
ルナットで締め付けられてボルト付きプレート２にボルト止めされる。
【００５４】
　なお、被せ防水シート３の上に直接支柱４を設置すると、被せ防水シート３が破けるな
どして損傷するおそれがあるため、図示しないが、被せ防水シート３の保護部材としてゴ
ム弾性体からなるゴムパッキンや座金プレートなどを被せ防水シート３と支柱４との間に
介在させることが望ましい。
【００５５】
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（第１実施形態に係る木造陸屋根の支柱取付構造の作用効果）
　以上説明した第１実施形態に係る木造陸屋根の支柱取付構造１によれば、ボルト付きプ
レート２には、４本のボルト２１が立設されており、支柱４のベースプレート４０がこれ
らの４本のボルト２１に止め付けられている。このため、人がもたれ掛かるなどして支柱
４の上端付近に水平力が作用した場合でも、ボルト付きプレート２の内側の２本のボルト
の引張力で対抗するとともに、外側の２本のボルトで固定されたプレート本体２０裏面の
圧縮力でも対抗することができるため、人が支柱４やフェンスパネルにもたれた場合でも
支柱４が転倒しない充分な強度を発揮することができる。
【００５６】
　これに対して、背景技術で示したように、プレート本体の中心位置に１本のボルトが立
設されているだけの場合は、支柱の上端付近に作用した水平力に起因した回転モーメント
がそのまま、ボルトの根本を曲げる曲げ応力として伝達されるため、これらの応力に対抗
できるようにするには、ボルトの径を大きくする必要がある上、ボルトの根本に曲げ応力
が繰り返し作用することにより歪が蓄積されて金属疲労を起こし易いという問題がある。
その上、プレート本体の中心位置にボルトが立設されている場合は、ナットのねじ回し動
作等に支柱本体が邪魔になるなど支柱とボルトが干渉してしまうという問題も発生する。
【００５７】
　それに加え、プレート本体の中心位置に１本のボルトが立設されているだけの場合は、
支柱の上端付近に作用した水平力に起因した回転モーメントがそのまま、ボルトの根本を
曲げる曲げ応力として伝達されるため、支柱本体をベースプレートの中心位置より外側に
寄せて配置することもできない。
【００５８】
　また、木造陸屋根の支柱取付構造１のボルト付きプレート２には、プレート本体２０の
中心を除く位置に、４本のボルト２１が立設されているとともに、支柱４は、その中心位
置（支柱本体４１の軸芯）が、平面視において、４本のボルト２１で囲まれた領域である
矩形範囲内となるように設置されているので、ボルト付きプレート２の強度設計等をやり
直すことなく状況に応じてボルト付きプレート２と支柱４の取り付け位置の調整が容易で
あり、支柱本体４１の取り付け位置の自由度が高くなっている。
【００５９】
［第２実施形態］
　次に、図９～図１１を用いて、本発明の第２実施形態に係る木造陸屋根の支柱取付構造
１’について説明する。第２実施形態に係る木造陸屋根の支柱取付構造１’が、前述の第
１実施形態に係る木造陸屋根の支柱取付構造１と相違する点は、ボルト付きプレート２の
プレート本体２０に穿設されているビス孔２２の数と位置だけであるので、その点につい
て主に説明し、同一構成は同一符号を付し、説明を省略する。
【００６０】
　第２実施形態に係る木造陸屋根の支柱取付構造１’は、図９に示すように、前述の支柱
取付構造１と同様に、陸屋根Ａにビス止め固定されたボルト付きプレート２’と、このボ
ルト付きプレート２’の上に被覆された被せ防水シート３と、この被せ防水シート３の上
からボルト付きプレート２に固定された支柱４などから構成されている。
【００６１】
（ボルト付きプレート）
　図１０、図１１に示すように、ボルト付きプレート２’は、矩形状のプレート本体２０
’と、この矩形状のプレート本体２０’に立設された前述の４本のボルト２１などから構
成されている。
【００６２】
　このプレート本体２０’は、前述のプレート本体２０と同様に、ステンレス鋼板（ＳＵ
Ｓ３０４）からなる３ｍｍ厚×２００ｍｍ角の正方形状のプレート材であり、四隅が丸く
面取り成形されているとともに、４本のボルト２１もボルト付きプレート２と同じ位置に
カシメ止められている。
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【００６３】
　そして、このプレート本体２０’には、図１０、図１１に示すように、正方形状の各辺
の縁に沿ってビス孔２２が等間隔に４つずつ穿設されているとともに、４本のボルト２１
の内側に４つのビス孔２２が穿設されている。つまり、本実施形態に係るプレート本体２
０’には、計１６個のビス孔２２が穿設されている。なお、このビス孔２２も座繰り部２
２ａが形成された座繰り孔となっている。
【００６４】
　つまり、本実施形態に係るボルト付きプレート２’のプレート本体２０’は、第１実施
形態に係るプレート本体２０と比べて、プレート本体２０の各辺の中央付近に設けられた
４つのビス孔の分だけビス孔が少なくなっている。
【００６５】
　しかし、プレート本体２０’にも、第１実施形態に係るプレート本体２０と同様に、各
ボルト２１を取り囲むように、４箇所以上ずつのビス孔２２が穿設されていることには変
わりない（図１１参照）。このため、第１実施形態に係るプレート本体２０と同様に、回
転モーメントが作用するボルト２１に対して効率的にビス止めがなされているため、最小
限の数のビス孔２２により支柱４に人がもたれた場合や地震や台風などでどの方向から水
平力が作用した場合でも転倒しない強度を確保することが可能となっている。
【００６６】
（第２実施形態に係る木造陸屋根の支柱取付構造の作用効果）
　第２実施形態に係る木造陸屋根の支柱取付構造１’によれば、第１実施形態に係る支柱
取付構造１と同様の作用効果に加え、人が支柱４やフェンスパネルにもたれた場合でも支
柱４が転倒しない充分な強度と、支柱本体４１の取り付け位置の自由度を維持したうえ、
ボルト付きプレート２’のビス孔の加工費を低減して、支柱取付構造１’に係る設置コス
トを削減することができる。
【００６７】
［支柱取付構造の施工手順］
　次に、第１実施形態に係る木造陸屋根の支柱取付構造１及び第２実施形態に係る木造陸
屋根の支柱取付構造１’の施工手順について説明する。
【００６８】
（１）陸屋根の施工
　先ず、前述の木造建築物の陸屋根Ａを施工する。一般的な木造建築の施工方法と同様に
、屋根の下地材である野地板Ａ１を張り付け、張り付けた野地板Ａ１に不燃材であるスラ
グ石膏Ａ２、仕上げ材である亜鉛鋼板Ａ３を積層し、その上に防水工事を行って防水シー
トＡ４を貼り付ける。
【００６９】
　陸屋根Ａに外断熱を行う場合は、野地板Ａ１の上に、断熱材である発泡樹脂フォームを
貼り付け、その後、スラグ石膏Ａ２、亜鉛鋼板Ａ３を積層し、その上に防水工事を行って
防水シートＡ４を貼り付ける。
【００７０】
（２）ボルト付きプレートの設置
　次に、防水シートＡ４の上に、墨出しを行ってボルト付きプレート２又はボルト付きプ
レート２’の正確な位置を決定し、その位置に合わせてボルト付きプレート２又はボルト
付きプレート２’を設置する。
【００７１】
（３）ボルト付きプレートのビス止め
　次に、ボルト付きプレート２の又はボルト付きプレート２’の位置がズレないように注
意しながら、全てのビス孔２２に木ビスをねじ込んで陸屋根Ａの野地板Ａ１に止め付ける
。このとき、スラグ石膏Ａ２や亜鉛鋼板Ａ３、及び野地板Ａ１の厚みを考慮して木ビスの
長さを選定し、野地板Ａ１に所定の深さ木ビスがねじ込まれて確実に野地板Ａ１にボルト
付きプレート２の又はボルト付きプレート２’が螺着できるようにする。
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【００７２】
（４）被せ防水シートの溶着
　次に、ボルト付きプレート２の又はボルト付きプレート２’の上から被せ防水シート３
を被せて、温風が噴き出る温風機により表面側から被せ防水シート３の溶着代３ａを熱し
、防水シートＡ４に溶着代３ａ部分を熱溶着する。
【００７３】
（５）保護部材の設置
　次に、被せ防水シート３の上に、ゴムパッキンを２枚重ねて設置し、その上にベースプ
レート４０と略同形の薄い座金プレートを設置する。
【００７４】
（６）支柱の設置
　次に、座金プレートから突出しているボルト付きプレート２又はボルト付きプレート２
’の４本のボルト２１に支柱４のボルト孔４２を挿通し、バネワッシャを介装してボルト
２１と螺合するナットを２つずつ締め込んで緩まないようダブルナットによりボルト付き
プレート２又はボルト付きプレート２’をボルト２１に止め付ける。これにより、支柱取
付構造１又は支柱取付構造１’の施工が完了する。
【００７５】
　このような施工手順による本発明の第１実施形態及び第２実施形態に係る木造陸屋根の
支柱取付構造によれば、防水シートＡ４を貫通する部分に被せ防水シート３を被せて溶着
しているので、建物の新設時だけでなく、既設の建物の屋上にフェンス用支柱などの支柱
を取り付ける場合であっても、防水性を低下させることなく施工が可能である。
【００７６】
　以上、本発明の第１実施形態及び第２実施形態に係る木造陸屋根の支柱取付構造につい
て詳細に説明したが、前述した又は図示した実施形態は、いずれも本発明を実施するにあ
たって具体化した一実施形態を示したものに過ぎず、これらによって本発明の技術的範囲
が限定的に解釈されてはならないものである。特に、ビス孔、ボルト径、プレートの厚さ
等は、支柱や屋根の設計強度に応じて適宜設計変形可能なことは云うまでもない。
【符号の説明】
【００７７】
１，１’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：支柱取付構造
２，２’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：ボルト付きプレート
２０，２０’　　　　　　　　　　　　　　　　　：プレート本体
２１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：ボルト
２２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：ビス孔
２２ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：座繰り部
３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：被せ防水シート
３ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：溶着代
３ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：ボルト孔
４，４’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：支柱
４０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：ベースプレート
４１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：支柱本体
４２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：ボルト孔
４３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：キャップ
４４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：金具孔
Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：陸屋根
Ａ１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：野地板（下地材）
Ａ２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：スラブ石膏（不燃材）
Ａ３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：亜鉛鋼板
Ａ４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：防水シート
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